
○ 遺留品や埋葬者名簿等がなくても部隊記録等から戦没者をある程度特定できる場合に、その遺族
に対しDNA鑑定を呼びかけること（遺族への呼びかけ範囲の拡大）を実施。

※部隊記録等が残る沖縄県のうち、遺骨（歯）が多く収容されている沖縄県内の４地域（ 「真嘉比」、 「幸地」、

「大里字高平」、 「経塚」 ）の75検体のDNA情報を抽出し、遺族への呼びかけと鑑定を実施。

平成28年度の対応
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戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定の今後の方針

ＤＮＡ鑑定の取組

○ ＤＮＡ鑑定は、血縁関係の存否を、同じＤＮＡ型を持ち合わせる確率により推定するものであるが、血縁
関係の判断に当たっては、ＤＮＡ型判定の結果のみならず、関係する情報（遺留品、埋葬者名簿、遺骨の収
容地の埋葬者数等）も併せて総合的に判断する必要がある。
○ 平成15年度から、戦没者の遺骨を関係遺族へお返しするため、遺留品や埋葬者名簿等を手掛かりに関係
遺族を推定できる場合、希望する遺族に対して国費により身元特定のためのＤＮＡ鑑定を実施。

しかし、遺留品や埋葬者名簿等の情報があるケースは限られている・・・

所在が判明した遺族1,736件（※）に呼びかけ、それに応じた遺族360件のうち、検体が
提出された遺族335件との間でＤＮＡ鑑定を実施したが、戦没者の身元特定には至らず。
※ １件について複数名から検体が提出される場合あり。

結果

○ 沖縄４地域の75検体に、沖縄６地域（「前田」、「伊原」、「米須」、「喜屋武」、「真壁」、
「具志頭須武座原」）の9検体を加えた84検体について、さらなる試行的な取組として、遺族と思われる方
に対し、広報を通じてより広くＤＮＡ鑑定の申請を募集。
○ 申請のあった遺族については、部隊記録等の厚生労働省保管資料に加えて、申請された死亡場所等の
情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、ＤＮＡ鑑定を実施。

平成29年度からの対応
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結果 平成31年2月15日までに遺族387件の申請があり、検体が提出された遺族332件との間で
ＤＮＡ鑑定を実施したが、戦没者の身元特定には至らず。（昨年12月末に記者発表を行った
以降にも、遺族46件との間でＤＮＡ鑑定を実施したが、戦没者の身元特定には至らず。）



上記の結果を踏まえ、平成31年度以降は、以下の方向で取り組む。
（引き続き、戦没者の遺骨から可能な限りDNAの抽出を行い、データベース化を実施。）

○沖縄の戦没者遺骨（試行的取組の拡充）
・沖縄県が未焼骨で保管している遺骨（沖縄県の報告によると約700柱（平成30年３月末時点）を精査
し、DNAの抽出可能な遺骨を選別。
・沖縄県内の各地にある慰霊塔内にあるとされる遺骨について、管理者等の意向を踏まえたうえで、
DNA鑑定の対象となり得るものを調査。

なお、沖縄10地域については、沖縄県や関係者からの要請もあり、引き続き公募による申請を受け付け
るとともに（適切に広報）、新たに当該地域に該当する遺骨からDNAが抽出できた場合は、既申請者とも
改めて鑑定。

○南方等の戦闘地域（沖縄及び硫黄島を含む）の戦没者遺骨
・遺留品等、戦没者を推定する手掛かり資料がない遺骨のDNA鑑定については、別途、有識者、遺族
及び遺骨収集の担い手、専門家から意見を伺いながら、平成31年夏を目処に検討。

○遺留品を伴う戦没者遺骨、旧ソ連・モンゴルの抑留中死亡者遺骨（埋葬地名簿等が存在）
記名のある遺留品や埋葬地名簿等を手掛かりに、引き続きDNA鑑定を実施。

今後の方針

○沖縄で収骨した遺骨のほとんどは焼骨され、沖縄戦没者墓苑に納骨済である。
○DNA鑑定の対象となる検体に対する戦没者の遺族の絞り込みが困難である。
○高温多湿等の土地で長期間経過した沖縄戦没者の遺骨は保存状態が悪く、鑑定に必要なDNAが検体から十分
に抽出できない遺骨が多い。
○検体を提供いただいた遺族が戦没者から遠い親族関係にある場合には、判定が難しい。

身元特定に至らなかった理由として考えられる要素


